
5月はお休みも多く､「おうち時間」にオンラインゲームを利用して過ごすなかで、子どもが保護者の許可なく課金して
しまうトラブルが増加します。特に、両親、祖父母のスマホを子どもに渡していたときなど、子どもが保護者のアカウ
ントを使って課金するケースが目立っています。
ートラブルにあわないためにー
●オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう。
●保護者が子どものスマホなどの利用を監視し、課金を制限することができる「ペアレンタルコントロール」機能を活用

しましょう。
●子どもの課金を防ぎ、早く気付くために、スマホの場合はキャリア決済※のアカウントを確認し、決済パスワードを

設定しましょう。
※キャリア決済とは、携帯電話の利用料金などと合算して支払う決済方法のこと。
●未成年者契約の取消しが認められない場合があります。これは未成年者が、保護者の承諾なく高額な契約を結んだ場

合、原則として民法で定められた未成年者取消権によって契約を取り消すことができます。しかし、保護者のアカウ
ントで課金している場合、未成年者が契約したと証明することが難しく取消しが認められないケースがあります。
スマホなどの未然防止策の設定はスマホ販売店・ゲーム事業者などにご相談ください。
課金トラブルにあったときは、お気軽に最寄りの消費生活センターにご相談ください。

◆北名古屋市消費生活センター
毎週火～金曜日受付午後1時～4時 資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。
消費生活センター
5月10日（金）まで東庁舎2階、14日（火）以降は西庁舎1階

◆消費者ホットライン
188（局番なし）※お近くの市町村や都道府県の

消費生活センターなどの窓口を案内します。（土日祝日を含む）
◆消費者トラブル FAQ サイト
自分でトラブル解決には、次の QR コードで検索してください。

保険料は被保険者一人ひと
りに賦課され、年金からの天
引きまたは納付書・口座振替
で納めていただいております
が、加入まもない方に納め忘
れが多く見受けられます。初
回の保険料は、「重要」と印字
された水色封筒で送付します。
届きましたら、納付書が同封
されている場合は納期限まで
にお納めください。

また、国民健康保険加入時
に、納付方法が口座振替であっ
た方も、改めて口座振替の手
続きが必要になります。
　納付状況の確認や口座振替
をご希望の方は、国保医療課
へお問い合わせください。

国保医療課

子どものオンラインゲーム 課金トラブルを防ぐには‼国民年金
こんなときは必ず届出を

後期高齢者医療
保険料の

納め忘れは
ありませんか

届出が必要なとき 届出に必要なもの

会社や官公庁を退職
したとき

（厚生年金の加入者
でなくなったとき）

マイナンバーまたは基礎
年金番号がわかるもの
本人確認ができるもの
離職票（退職証明書・退職
辞令）

会社や官公庁に勤め
る配偶者（厚生年金に
加入している方）に扶
養されなくなったと
き（配偶者が退職・離
婚・扶養されていた
妻（夫）の収入が増えた
ときなど）

マイナンバーまたは基礎
年金番号がわかるもの
本人確認ができるもの
配偶者の離職票（退職証明
書・退職辞令）
扶養除外日が確認できる
書類

保険料の免除を希望
するとき

マイナンバーまたは基礎
年金番号がわかるもの
本人確認ができるもの
※退職（失業）による特例

免除の場合
○失業していることを確

認できる公的機関の証
明の写し（雇用保険受
給資格者証など）
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